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はじめに 
 

厳しい財政状況の中で、効率的かつ効果的な公共施設等の整備を進めるとともに、新

たな事業機会の創出などを実現していくためには、民間の資金、経営能力及び技術的能

力を活用していくことが重要であり、多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法を拡大することが必要

となっています。 

このため、道では、公共施設等の整備等の方針を検討する場合に、多様なＰＰＰ／ 

ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するため、平成29年３月に「北海道ＰＰＰ／ＰＦＩ手法

導入優先的検討規程」（以下「優先的検討規程」という。）を策定しています。 

 

民間事業者の技術的能力等を活用する効果が認められる公共施設整備事業に当たっ

て、この優先的検討規程の理解をより深めてもらうため、この度、具体的な解説や参考

資料をまとめた解説書を本書のとおり作成しましたので、今後、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導

入の検討を行う際に、本解説書も合わせて活用してください。 

 

なお、この解説書は必要に応じて、ＰＰＰ／ＰＦＩ推進会議などで見直しを行うこと

とします。 

 
 
 
 
 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（北海道ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程 Ｐ５より） 
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（参考）道におけるＰＰＰ／ＰＦＩ推進のための施策体系 

 

  道におけるＰＰＰ／ＰＦＩ推進における施策体系について、次のとおり整理しています。 

・ 北海道インフラ長寿命化計画（令和５年３月改訂） 

… 公共施設等の施設整備におけるＰＰＰ／ＰＦＩの積極的な活用を明示 

・ 北海道ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程（平成29年３月策定） 

… ＰＰＰ／ＰＦＩの活用検討における考え方を明示 

・ 道におけるＰＦＩ導入のための手引（令和６年１月改訂） 

… ＰＦＩ手法導入のための手引書として位置づけ 
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第１章 総則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目的 

本規程は、優先的検討を行うに当たって必要な手続を定めることにより、新たな事業機会の創

出や民間投資の喚起を図り、効率的かつ効果的に社会資本を整備するとともに、道民等に対する

低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済及び地域経済の健全な発展に寄与する

ことを目的とする。 

 

２ 定義 

本規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 

（１）ＰＦＩ法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法

律第117号） 

（２）公共施設等 ＰＦＩ法第２条第１項に規定する公共施設等 

（３）公共施設整備事業 ＰＦＩ法第２条第２項に規定する公共施設等の整備等に関する事業 

（４）利用料金 ＰＦＩ法第２条第６項に規定する利用料金 

（５）運営等 ＰＦＩ法第２条第６項に規定する運営等 

（６）公共施設等運営権 ＰＦＩ法第２条第７項に規定する公共施設等運営権 

（７）整備等 建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、道民

等に対するサービスの提供を含む 

（８）優先的検討 本規程に基づき、公共施設等の整備等の方針を検討するに当たって、多様な

ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が適切かどうかを、自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法に

優先して検討すること 

（９）指針 多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針（平成27年12月15日

民間資金等活用事業推進会議決定） 

 

３ 対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法 

 本規程の対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法は次に掲げるものとする。 

 

ア 民間事業者が

公共施設等の運

営等を担う手法 

公共施設等運営権方式 

指定管理者制度 

包括的民間委託 

Ｏ（運営等Operate）方式 

イ 民間事業者が

公共施設等の設

計、建設又は製

造及び運営等を

担う手法 

ＢＴＯ方式（建設Build-移転Transfer-運営等Operate） 

ＢＯＴ方式（建設Build-運営等Operate-移転Transfer） 

ＢＯＯ方式（建設Build-所有Own-運営等Operate） 

ＤＢＯ方式（設計Design-建設Build-運営等Operate） 

ＲＯ方式 （改修Renovate-運営等Operate） 

ＥＳＣＯ 

ウ 民間事業者が

公共施設等の設

計及び建設又は

製造を担う手法 

ＢＴ方式（建設Build-移転Transfer）（民間建設買取方式） 

民間建設借上方式及び特定建築者制度等（市街地再開発事業の

特定建築者制度、特定業務代行制度及び特定事業参加者制度並

びに土地区画整理事業の業務代行方式をいう。以下同じ。） 
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【解説】 

○ ＰＰＰ（Public Private Partnership：官民連携）とは、公共施設等の設計、建設、維持管

理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効

率的使用や行政の効率化等を図るものであり、ＰＦＩはその一類型です。 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative）は、ＰＦＩ法に基づき、公共施設等建設、維持管理、

運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法です。 

 

《 ＰＰＰ／ＰＦＩの概念図 》 

 

 

 

○ 本規程の対象は、北海道が管理する施設です。（知事部局、教育委員会、北海道警察、企業

局、道立病院局など）  

なお、地方独立行政法人（北海道立総合研究機構、札幌医科大学）の施設は、独自に優先的検

討規程を策定することとなっていることから本規程の対象外となっています。 

 

○ 『２ 定義（２）公共施設等』における、「ＰＦＩ法第２条第１項に規定する公共施設等」と

は、具体的には次のとおりです。  

   １ 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設 

２ 庁舎、宿舎その他の公用施設 

３ 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医療施設、 

社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅 

４ 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物処理施設を除

く。）、観光施設及び研究施設 

５ 船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星（これらの施設の運行に必要な施設を含 

む。） 

６ これらの施設に準ずる施設として政令で定めるもの 
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○ 『２ 定義（３）公共施設整備事業』における、「ＰＦＩ法第２条第２項に規定する公共施設

等の整備等に関する事業とは、次のとおりです。 

公共施設等の整備等（公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関

する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）に関する事業（市街地再開

発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。）のこと 

 

○ 主なＰＰＰ／ＰＦＩ手法ごとの官民の契約形態及び施設の所有者の態様は次のとおりです。 

 

《 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法ごとの官民間の契約形態、業務範囲、施設の所有者 》 

 

 

ＰＰＰ／ 
ＰＦＩ手法 

官民間の 

契約形態 

業務範囲 
施設の 

所有者 

資金の 

調 達 設 計 
（Design） 

建 設 
（Build） 

維持管理 
(Maintenance) 

運 営 
（Operate） 

公
共
施
設
の
設
計
／
建
設
・
改
修
／ 

維
持
管
理
／
運
営
等 

ＢＴＯ 事業契約 民 間 民 間 民 間 民 間 公 共 民 間 

ＢＯＴ 事業契約 民 間 民 間 民 間 民 間 民 間 民 間 

ＢＯＯ 事業契約 民 間 民 間 民 間 民 間 民 間 民 間 

ＢＴ 事業契約 民 間 民 間 － － 公 共 民 間 

ＲＯ 事業契約 民 間 民 間 民 間 民 間 公 共 民 間 

ＤＢＯ 
設計・建設は請負 
契約、維持管理・ 
運営は事業契約 

民 間 民 間 民 間 民 間 公 共 公 共 

公
共
施
設
の
維
持
管
理 

・
運
営
等
を
行
う
方
式 

公共施設等 
運営権（コン 
セッション） 

事業契約 － － 
民 間 
（※１） 

民 間 公 共 － 

Ｏ(Operate) 事業契約 － － 民 間 民 間 公 共 － 

指定管理者 
制度 

指定 
（行政処分） 

－ － 民 間 民 間 公 共 － 

包括的民間 
委託 

委託契約 － － 民 間 民 間 公 共 － 

  ※１ ＰＦＩ法上の「維持管理」には、いわゆる新設又は施設等を全面的に除却し再整備するものを除く資本的支出又は修繕  

（いわゆる増築や大規模修繕も含む。）も含まれているため、既存施設（利用料金を徴収する施設に限る。）の改築につい 

ては、公共施設等運営権方式も含まれる。 

（内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引 14頁を元に作成） 

 

○ 『３ 対象とするＰＰＰ／ＰＦＩ手法』において、ア～ウに掲げられたＰＰＰ／ＰＦＩ手法は

策定当時の主な手法を掲げたものであり、近年、Ｐａｒｋ－ＰＦＩ（公募設置管理制度）などの

新たなＰＰＰ／ＰＦＩ手法が普及していることから、優先的検討を行うに当たり、ア～ウに掲げ

られた以外の手法の活用検討を制限するものではありません。
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第２章 優先的検討の開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

○ （１）～（６）においては、具体的な公共施設等の整備方針等が示され、名称・事業内容等が

明らかになったときに優先的検討を行ってください。 

 

○ 優先的検討開始前後の事業発案段階や事業化検討段階において、民間事業者に意見や提案など 

を求め、民間事業者との対話を通じ、市場性の有無や実現可能性の把握、民間事業者が有するア

イディアの収集等を行う「サウンディング型市場調査（サウンディング）」が有効です。 

  サウンディングには、事業実施部局自らで実施するサウンディングのほか、産官学金のメン 

バーで構成される地方ブロックプラットフォームが実施するサウンディングがあります。 

  

１ 優先的検討の開始時期 

事業実施部局は、新たに公共施設等の整備等を行うために基本構想、基本計画等を策定する場

合及び公共施設等の運営等の見直しを行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施設等の整

備等の方針を検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。 

（１）「北海道インフラ長寿命化計画（行動計画）」に記載されている「個別施設毎の長寿命化

計画」の策定又は改定を行うとき 

（２）「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年８月29日総務省自治財政局

通知）第２の「経営戦略」の策定又は改定を行うとき 

（３）「北海道創生総合戦略」の改定を行うとき 

（４）（２）に掲げるもののほか、公営企業の経営の効率化に関する取組を検討する場合 

（５）国公有地の未利用資産等の有効活用を検討する場合 

（６）公共施設等の集約化又は複合化等を検討する場合 
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第３章 優先的検討の対象とする事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

○ 優先的検討の対象とする事業か否かについては、次のフローチャートを参考に検討してくださ

い。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 対象事業 

 次の（１）及び（２）に該当する公共施設整備事業を優先的検討の対象とする。 

（１）次のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用す

る効果が認められる公共施設整備事業 

ア 建築物又はプラントの整備等に関する事業 

イ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 

（２）次のいずれかの事業費基準を満たす公共施設整備事業 

ア 事業費の総額が１０億円以上の公共施設整備事業（建設、製造又は改修を含むものに限 

る。） 

イ 単年度の運営費が１億円以上の公共施設整備事業（運営等のみを行うものに限る。） 

 

２ 対象事業の例外 

次に掲げる公共施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。 

（１）既にＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が前提とされている公共施設整備事業 

（２）競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく市場

化テストの導入が前提とされている公共施設整備事業 

（３）民間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 

（４）災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業 

優先的検討対象事業 フローチャート 

優先的検討規程 

対象外 

ＹＥＳ 

（あてはまる） 

ＹＥＳ 

（あてはまる） 

優先的検討規程 

対象外 

ＮＯ 

（あてはまらない） 

ＮＯ 

（あてはまらない） 

優先的検討の対象 

いずれかの事業費基準を満たしているか。 

 ・ 事業費の総額が１０億円以上の公共施設整備事業 

（建設、製造又は改修を含むものに限る。） 

・ 単年度の運営費が１億円以上の公共施設整備事業 

（運営等のみを行うものに限る。） 

公共施設整備事業で、いずれかの事業であるか 

・ 建築物又はプラントの整備等に関する事業 

・ 利用料金の徴収を行う公共施設整備事業 

・ その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用 

する効果が認められる公共施設整備事業 
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○ 『１ 対象事業（１）ア 対象事業における建築物又はプラント』とは以下のものをいいます。 

建 築 物：文教施設、医療施設、斎場、複合施設、社会福祉施設、観光施設、警察施設、 

宿舎、事務庁舎等 

     プラント：廃棄物処理施設、水道浄水場、下水汚泥有効利用施設、発電施設等 

 

○ 『 1 対象事業（２）事業費基準』の考え方    

  ・ アの「事業費の総額」とは、従来型手法で行うことを想定した場合に次の施設整備に係る費

用の総額をいいます。 

     基本・実施設計費、建設・設備工事、その他附帯工事（外構含む）、備品調達費、 

工事監理費 等 

・ イは、公共施設等の運営等のみを行うものに限ります。また、「単年度の運営費」とは、従   

来型手法で行うことを想定した場合に次の項目で構成される維持管理費用の総額をいいます。 

     人件費、維持修繕費、光熱水費 等 

・ 事業費・運営費は、一体で事業を実施する単位で算出します。例えば、複数の公共施設等を

一括して行う（バンドリング）場合は、個々の事業費ではなく、事業全体の事業費となりま

す。 

・ 優先的検討規程の趣旨を踏まえ、事業費基準を満たさない場合でも、積極的にＰＰＰ／  

ＰＦＩ手法の活用について検討を行ってください。 

 

○ 『２ 対象事業の例外』としている「既にＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入が前提とされている事

業」とは、基本構想等で既にＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入することが決定している事業です。 

 

○ 優先的検討の対象となった事業については、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入・非導入のいずれの場

合も、ＰＰＰ／ＰＦＩ総括担当部局（計画推進課）へ報告してください。 
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第４章 適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

○ 『１ 採用手法の選択』は、事業の期間、特性、規模等や類似事例を踏まえ、適切な手法を選

択してください｡ 

また、手法の選択に当たって、次のフローチャートが参考となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引 22頁） 

１ 採用手法の選択 

 優先的検討の対象となる公共施設整備事業について、第５章に基づく簡易な検討又は第６章に

基づく詳細な検討に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当該事業の品質確保に

留意しつつ、最も適切なＰＰＰ／ＰＦＩ手法（以下「採用手法」という。）を選択するものとす

る。この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択でき

るものとする。 

 

２ 評価を経ずに行う採用手法導入の決定 

 前項により選択した採用手法が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に定めるとこ

ろにより、当該採用手法の導入を決定することができるものする。 

（１）指定管理者制度 第５章の簡易な検討及び第６章の詳細な検討の省略 

（２）当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当

する場合におけるＢＴＯ方式 第５章の簡易な検討を省略し、第６章の詳細な検討を実施 

（３）民間事業者からＰＰＰ／ＰＦＩに関する提案がある場合であって、当該提案において、従

来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価

により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法 第５章

の簡易な検討を省略し、第６章の詳細な検討を実施 

 

採用手法選択フローチャート 

施設の新設又は改修を伴うもの 

設計及び建設（製造）と運営等を一括して委託するもの ※１ 

建設（製造）に民間資金を活用するもの 

① ＢＴＯ・ＢＯＴ・ＢＯＯ・ＲＯ ※２ ② ＤＢＯ ※２ ③ ＢＴ ※２ 

④ 公共施設等運営権、Ｏ方式、指定管理者制度 
 又は包括的民間委託 
  

 各々の手法の下記特徴を踏まえて、簡易な検討の
対象とする手法を決定する。 
 
(1) 公共施設等運営権 

次に掲げる事項の全てに該当する場合に採用す
ることができる。 

 ・ 公共施設等の管理者等が公共施設等の所有権
を有していること。 

 ・ 公共施設等が利用料金等の徴収を行うものであ
ること。  

(2) Ｏ方式 
   (1) に該当しない場合でも採用することができる。  
(3) 指定管理者制度 

公共施設等が地方自治法に基づく「公の施設」に 
該当する場合に採用することができる。 

(4) 包括的民間委託 
公共施設等の維持管理又はこれに関する企画に 

掲げる２以上の種類の業務について、民間事業者 
に一括して委託する場合に採用することができる。  
(下水道の包括的民間委託、水道の第三者委託等)  

※１ 例えば、(1) 新たに建設（製造）を行う公共施設等についても、別の公共施設

等とともに一括して当該公共施設等を新たに建設（製造）を行う民間事業者以外

の者に運営等を委託することによって、運営等に係る公的負担の抑制が期待でき

る場合、(2) 当該公共施設等に係る将来の状況の変化が大きい（急速な技術革新

の進展や利用に係る需要の大幅な変化等が予想される）ことから、建設（製造）

後の運営等に係る契約内容や要求水準の検討が困難である場合は、「ＮＯ」を選

択することが考えられる。 

※２ これらの手法については、公的不動産の利活用（定期借地権方式、公的所有床

の活用、占用許可等の公的空間の利活用等）と併せて実施することも考えられる｡ 

ＹＥＳ（あてはまる） 
ＮＯ（あてはまらない） 

ＹＥＳ ＮＯ 

ＹＥＳ ＮＯ 
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第５章 簡易な検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

○ 『１ 費用総額の比較による評価』における、「簡易な検討」の場合の基本的な流れは次のと

おりです。 

《「簡易な検討における費用総額の比較」の基本的な流れ 》 

  （内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程運用の手引 36頁） 
 

※ 参考資料として、巻末に「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易定量評価調書」及び「簡易な検討の計算 

表」を掲載しています。 

① 比較対象となるＰＰＰ／ＰＦＩの絞り込み 

 ・ 「採用手法選択フローチャート」等を活用し、従来型手法と比較するＰＰＰ／ＰＦＩ手法の絞り込みを行う。 

 ・ 必ずしも一つの事業手法に絞り込む必要はなく、導入可能性のある事業手法を複数選択することが考えられる｡ 

② 従来型手法における事業費の設定（ＰＳＣの設定） 

 ・ 従来型手法における事業費（整備費、維持管理費、運営費、利用料金収入等）について、同種施設の事業費を

参考とするなどにより設定を行う。 

③ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法における削減率等の数値の設定 

 ・ 同種施設の事例等や、国の「ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規定 策定の手引」の削減率等の数値（整備費

等の削減率及び利用料金収入増加率）を参考にしながら削減率等の数値の設定を行う。 

④ その他 

 ・ 資金調達が必要な事業で民間資金の活用が考えられる場合には、官民の資金調達コストの設定を行う。 

 ・ また、複数年にわたる公的財政負担を現在価値化して評価する場合は割引率の設定を行う。 

⑤ 「簡易な評価」の実施（ＶＦＭの算出） 

 ・ 巻末の「簡易な検討の計算表」の活用等により、従来型手法とＰＰＰ／ＰＦＩ手法の財政削減額の計算を行う｡ 

 １ 費用総額の比較による評価 

 自ら公共施設等の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、

次に掲げる費用等の総額（以下「費用総額」という。）を比較し、採用手法の導入の適否を評価

するものとする。 

第４章において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定

し、その最も低いものと、従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとす

る。 

（１）公共施設等の整備等（運営等を除く。）の費用 

（２）公共施設等の運営等の費用 

（３）民間事業者の適正な利益及び配当 

（４）調査に要する費用 

（５）資金調達に要する費用 

（６）利用料金収入 

 

２ その他の方法による評価 

 採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは、前項の規

程にかかわらず、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価すること

ができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。 

（１）民間事業者への意見聴取を踏まえた評価 

（２）類似事例の調査を踏まえた評価 
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第６章 詳細な検討 

 

 

 

 

【解説】 

○ 「詳細な検討」とは、専門的な外部コンサルタントへの委託するなどにより、従来型手法と採

用手法について、幅広い観点から費用総額等を比較するものです。 

具体的には、次の項目について検討します。 

イ 従来型手法及び採用手法の長所及び短所の整理並びに当該短所の解決策の検討 

ロ 採用手法を導入する場合の民間事業者に委託する業務の範囲及び要求水準の検討 

ハ リスク分担の検討 

ニ 従来型手法及び採用手法を導入した場合それぞれの費用総額の算出及び比較 

ホ 採用手法に公共施設等運営権方式等の既存公共施設等に用いられる手法が含まれる場 

合にあっては、次に掲げる検討 

（１） 当該事業の長期契約への適否の検討 

（２） 既存の公共施設等の状態に関わるリスク分担の検討（開示できる公共施設等の情報の 

内容を含む。） 

ヘ 採用手法にＢＴＯ方式等の設計、建設又は製造及び運営等を一括して委託する手法が含

まれる場合にあっては、当該事業の長期契約への適否の検討 

 

○ 簡易な検討、詳細な検討に係る検討費用について 

「簡易な検討」では、専門的な外部コンサルタントを活用した詳細な比較を行うことまでは必

要としておらず、事業実施部局が自ら実施することを想定しています。 

「詳細な検討」は、専門的な外部コンサルタントへの委託を想定しており、事業実施部局が委

託費用を準備し、検討を行います。 

 

○ 国等では、ＰＰＰ／ＰＦＩの検討などにおいて、様々な支援制度がありますので、参考にして

ください。 

内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/pfi/shien/shien_index.html 

   

１ 詳細な検討 

 第５章の簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された公共施設整備事業以外の

公共施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより、要求水

準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら公共施設等の整備等を

行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法

の導入の適否を評価するものとする。 
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第７章 評価結果の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

○ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に適しないと評価した場合、事業実施部局が自らのホームページ

で、その評価結果を公表します。 

なお、ホームページでの公表前に、ＰＰＰ／ＰＦＩ総括担当部局（計画推進課）へ報告してく

ださい。評価結果を取りまとめたものは、ＰＰＰ／ＰＦＩ推進会議で情報共有します。 

また、計画推進課ホームページでも事業実施部局へのホームページのリンクを貼り付けます。 

 

○ 公表時期について 

・ 『（１）「導入しないこととした旨」及び「その他の事項（予定価格の推測につながらない 

事項）」』等については、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないことを決定した後、遅滞ない時期

（１か月以内を目安）に公表してください。 

・ 『（２）「簡易評価調書の内容」』等については、入札手続終了後等の適切な時期（１か月

以内を目安）に公表してください。 

 

 

 

 

 

 

１ 簡易な検討の結果の公表 

第５章の１の費用総額の比較による評価の結果、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に適しないと評価

した場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するもの

とする。 

（１）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設整備事業の予定価格の

推測につながらない事項 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期 

（２）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易評価調書の内容 入札手続の終了後等適切な時期 

 

２ その他の方法による評価の結果の公表 

第５章の２のその他の方法による評価の結果、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に適しないと評価し

た場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものと

する。 

（１）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容（当該公共施

設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。） ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入し

ないこととした後、遅滞ない時期 

（２）客観的な評価結果の内容（当該公共施設整備事業の予定価格の推測につながるものに限

る。） 入札手続の終了後等適切な時期 

 

３ 詳細な検討の結果の公表 

 第６章の詳細な検討の結果、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入に適しないと評価した場合には、次に

掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものとする。 

（１）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした旨その他当該公共施設整備事業の予定価格の

推測につながらない事項 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期 

（２）ＰＰＰ／ＰＦＩ手法簡易評価調書の内容（「第６章の詳細な検討の結果を踏まえて更新し

た場合は当該更新した後のもの） 入札手続の終了後等適切な時期 
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○ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入の優先的検討における検討開始から手法導入決定までの具体的なプロ

セスは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画推進課へ報告 

計画推進課へ報告 

計画推進課へ報告 

計画推進課へ報告 

事業実施部局と 

計画推進課の関係 



 

 

 

 

参考資料 
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（内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程策定の手引 24 頁、記載例は 26頁を参照） 

                                               

 

 

 

従来型手法
（公共施設等の管理者等が自ら整

備等を行う手法）

採用手法
（候補となるPPP/PFI手法）

整備等（運営等を除く。）費
用

＜算出根拠＞

運営等費用

＜算出根拠＞

利用料金収入

＜算出根拠＞

資金調達費用

＜算出根拠＞

調査等費用

＜算出根拠＞

税金

＜算出根拠＞

税引後損益

＜算出根拠＞

合計

合計（現在価値）

財政支出削減率

その他
（前提条件等）

PPP/PFI手法簡易定量評価調書
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（内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程策定の手引 25 頁） 

公共施設等の整備等（運営等を除
く。）の費用

公共施設等の運営等の費用

民間事業者の適正な利益及び配当

調査に要する費用

資金調達に要する費用

利用料金収入

公共施設等の整備等（運営等を除
く。）の費用

公共施設等の運営等の費用

利用料金収入

資金調達に要する費用

調査に要する費用

税金

民間事業者の適正な利益及び配当

事業期間

割引率

PPP/PFI手法簡易定量評価調書記載の根拠

（１）従来型手法による場合の費用（PSC）の算定根拠

（２）採用手法を導入した場合の費用の算定根拠

（３）その他の仮定
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（内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程策定の手引 35頁を一部抜粋） 

 

≪簡易な検討の計算表（記載例）≫　　（単位：千円、年）

■前提条件

従来型手法
採用手法
の条件

採用手法 前提条件の入力方法 仮定した前提条件

手法 従来型手法
①BTO・BOT・

BOO・RO

整備期間 1年 従来手法=採用手法 1年 1年間に設定してあります（変更できません）。

維持管理・運営期間 従来手法=採用手法 0年 1～50年間から選択して下さい。

事業期間

整備費 0 従来型手法の整備費と、採用手法におけるコスト削減割合（％）を記入して下さい。

維持管理・運営費（1年当たり） 0/年 従来型手法の維持管理・運営費と、採用手法におけるコスト削減割合（％）を記入して下さい。

利用料金収入（1年当たり） 0/年 従来型手法の利用料金収入と、採用手法における収入増加割合（％）を記入して下さい。

費用・収入

現在価値への割引率 従来手法=採用手法 0.0% 現在価値への割引率を記入して下さい。（標準は2.6％になります。）

資金面の内容

整備費に対する補助金・交付金の割合 整備費に対する補助金・交付金の割合（％）を記入して下さい。

整備費に対する起債の割合 整備費に対する起債の割合（％）を記入して下さい。

整備費に対する一般財源の割合 整備費に対する一般財源の割合（％）を記入して下さい。

整備費に対する民間資金の割合 ― 整備費の100% 「100％－（補助金・交付金の割合＋起債の割合＋一般財源の割合）」が自動計算。BT・DB、DBOでは0％。

小計 0% 100% 小計が100％になることを確認して下さい。

整備費に対する資金調達の内容 小計を↑100%にして下さい

補助金・交付金の金額 0 0

起債金額 0 0

一般財源の金額 0 0

起債金利 従来手法=採用手法 0.0% 起債金利を％で入力して下さい。

起債償還期間 0年 従来手法=採用手法 0年 維持管理・運営期間になります。

起債償還方法 従来手法=採用手法 0年 期限一括、元利均等、元金均等から選択して下さい。

整備費に対する公共側の資金調達

資本金額 ― SPCに必要な資本金額を記入して下さい。（標準は10百万円）

借入金額 ― 0 「民間資金の金額－資本金額」が自動計算。

借入金利 ― 民間事業者の借入金利を入力して下さい。

民間事業者の借入期間 ― 0年 維持管理・運営期間になります。

採用手法における整備費の資金調達

割賦金利 ― 0.0% 民間事業者の借入金利になります

割賦期間 ― 0年 維持管理・運営期間になります。

法人税等 ― 32.11% 実効税率は32.11％を入力してあります。

調査等費用 ― 調査等費用を記入して下さい。（標準は25,000千円になります。）

採用手法の内容

採用手法における対価の調整 ― 採用手法における対価の調整額で、自動計算されます。

民間事業者のEIRR（※） ― 民間事業者の収益（資本金に対する配当等の利回り）を記入して下さい。（標準は5％になります。）

採用手法の民間事業者の収益

採用手法（「①BTO・BOT・BOO・RO」、「②DBO」、「③BT」、「④指定管理者制度」）から選択して下さい。

（BOT・BOOは固定資産税等は考慮されていません。）
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（内閣府 ＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入優先的検討規程策定の手引 35頁を一部抜粋） 

 

■従来型手法での公共の収支 整備期間 維持管理・運営期間

仮定した内容 -1 1 2 3

整備費 補助金・交付金分支払 0 0

一般財源 0 0

起債元金・償還元金 0 0 0 0

資金調達費 起債金利 0.0% 0 0 0

運営費 0/年 0 0 0

調査等費用 0

支出合計（A） 0 0 0 0

補助金・交付金分収入 0 0

利用料金収入 0/年 0 0 0

収入合計（B) 0 0 0 0

純支出（C）＝（A）-（B） 0 0 0 0

現在価値での収支 0 0 0 0

■採用手法での公共の収支 整備期間 維持管理・運営期間

仮定した内容 -1 1 2 3

整備費 補助金・交付金分支払 0 0

一般財源 0 0

起債元金・償還元金 0 0 0 0

資金調達費 起債金利 0.0% 0 0 0

整備費の対価 割賦元金 0 0 0 0

割賦金利 0.0% 0 0 0

運営費の対価 0/年 0 0 0

採用手法における対価の調整 0/年 0 0 0

調査等費用 0 0

支出合計（A） 0 0 0 0

補助金・交付金分収入 0 0

収入合計（B) 0 0 0 0

純支出（C）＝（A）-（B） 0 0 0 0

現在価値での収支 0 0 0 0

■採用手法での民間の損益 整備期間 維持管理・運営期間

仮定した内容 -1 1 2 3

整備費の対価 一括受領分 0 0

割賦元金 0 0 0 0

割賦金利 0.0% 0 0 0

運営費の対価 0/年 0 0 0

採用手法における対価の調整 0/年 0 0 0

利用料金収入 0/年 0 0 0

収入合計（A) 0 0 0 0

整備費 0 0 0 0 0

運営費 0/年 0 0 0

借入金利 0 0 0

費用合計（B） 0 0 0 0

単年度損益（C）＝（A）-（B） 0 0 0 0

法人税等 0 0 0 0

税引後当期損益 0 0 0 0

税引後当期損益+割賦原価-借入金元本償還 0 0 0

EIRR(※1） #NUM! 0 0 0 0

税引後当期損益+割賦原価+支払利息 0 0 0

PIRR（※２） 0 0 0 0

■採用手法での民間の資金収支 整備期間 維持管理・運営期間

仮定した内容 -1 1 2 3

資本金 0 0

借入金 0 0

整備費の原価（一括受領分） 0 0 0 0

整備費の原価（割賦受領分） 0 0 0

税引後単年度損益 0 0 0 0

資金収入合計（A) 0 0 0 0

借入金の元金返済 0 0 0 0

整備費 0 0

資金支出合計（B) 0 0 0 0

資金収支（C）＝（A）-（B） 0 0 0 0
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